
第１章　総則

第１条
この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯
にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれ
ている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現
を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の
責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等
により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

第２条
この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
２　		この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ず
べき施策をいう。

　一	　新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達過程を通じて切れ
目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援

　二	　子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じ
て行われる支援

　三	　家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備

第３条
こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
　一	　全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受け
ることがないようにすること。

　二	　全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その
健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、
教育基本法（平成１8年法律第１20号）の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

　三	　全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を
表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

　四	　全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先し
て考慮されること。

　五	　こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識
の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもには
できる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにす
ること。

　六	　家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

第４条
国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する
責務を有する。

第５条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区
域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第６条
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用
環境の整備に努めるものとする。

第７条
国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施する
こども施策に協力するよう努めるものとする。

こども基本法（令和４年法律第77号）（抄）

　



第１章　総則

第１条
全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛
され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保
障される権利を有する。

第２条
全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に
応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなけれ
ばならない。
２　児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
３　国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

第３条
前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施
行にあたつて、常に尊重されなければならない。

児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）

京都市は国連が定めるSDGs（持続可能な開発目標）の理念である 
「誰ひとり取り残さない」まちを目指しています

　


